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シンバイオ製薬株式会社 第３５９回 

取締役会議事録（抄本） 

 

シンバイオ製薬株式会社（以下「当社」という）は、取締役会規程第５条の規定に基づき

第359回取締役会を２０２５年３月２５日１１時５０分に東京都千代田区丸の内一丁目７

番１２号サピアタワー５階ステーションコンファレンス東京５０３会議室において開催し

た。 

 

監査等委員でない取締役の総数 ７名     

   出席取締役の数 １０名  

監査等委員である取締役の総数 ３名     

 

WEB会議システムによる出席者の音声が他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと

同等に互いに適時的確な意見表明ができる状態にあり、更に出席取締役の数が定足数に達

していることが確認されたので、出席取締役の推挙により吉田 文紀取締役が議長となり、

開会を宣言して議案の審議に入った。 

 

議事の経過の要領およびその結果は次のとおりである。 

 

［前略］ 

 

【決議事項 第 1 号議案】代表取締役の選定 

議長に指名された大隅人事部長が添付資料に基づき、定款第23条第1項の規定に従い取締

役会にて代表取締役を選定願いたい旨を申し述べた。 

出席取締役全員による協議の結果、出席取締役の全員に異議なく吉田 文紀取締役を代表取

締役に選定する旨が決議された。なお、被選者は就任につき直ちに承諾した。 

 

 

決議事項 第２号議案～第９号議案（省略） 

 

 

【決議事項 第10号議案】Cantor Fitzgerald Europeに対する新株予約権付転換社債発行の 

件 

 

議長に指名された福島CFOが添付資料に基づき、Cantor Fitzgerald Europeに対する第７

回新株予約権付転換社債（発行要項別紙３）を以下のとおり発行したい旨を説明し承認を

求めた。 

 決議事項 

① 2024年12月25日付で当社がCantor Fitzgerald Europe（以下「割当予定先」とい

う。）との間で締結したAgreement for the Establishment of a Program for the

 Issuance of Unsecured Convertible Bonds of SymBio Pharmaceuticals Limite

d（以下「本プログラム設定契約」という。）に基づき、別紙３「シンバイオ製薬

株式会社第７回無担保転換社債型新株予約権付社債発行要項」に従って、第三者

割当により割当予定先に対して第７回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下

「第７回新株予約権付社債」という。）を発行すること 
② 当社が割当予定先との間で締結する予定の、各取締役に提供した様式の第７回新

株予約権付社債の買取りに関する総数及び総額引受契約書案（名称を問わない。）
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を承認すること 
③ その他第７回新株予約権付社債の発行に必要な一切の事項については、当社代表

取締役に一任すること 
 

 申請理由 

 第７回新株予約権付社債の発行条件について別紙３のとおりの条件とするのは、株

式会社赤坂国際会計から当社宛てに報告がなされた第７回新株予約権付社債の価値評

価額及びその算定方法その他の内容、市場の状況、当社の財政状況その他の事情を踏

まえたものである。 

 

監査等委員会の意見 

監査等委員会から、会社法上の職責に基づいて監査を行った結果、以下の各点を確

認し、第７回新株予約権付社債の発行条件が有利発行に該当しない旨の取締役の判断

について、法令に違反する重大な事実は認められないという趣旨の意見が表明された。 

(ⅰ) 第７回新株予約権付社債の払込金額の算定に際しては、独立した第三者算定機関

が、第７回新株予約権付社債の転換価額、当社株式の市場売買高及び株価、権利行使

期間、株価変動性、金利等の第７回新株予約権付社債の公正価値に影響を及ぼす可能

性のある事象を前提とし、かつ、新株予約権付社債の評価額の算定手法として一般的

に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定しており、

かかる第三者算定機関による公正価値の評価額は適正かつ妥当な価額と解されること 

(ⅱ) 独立した第三者算定機関によって算出された第７回新株予約権付社債の評価額を

踏まえて第７回新株予約権付社債の払込金額が決定されていること 

 

議長が本議案につき承認を受けたい旨議場に諮ったところ、出席取締役は全員異議

なく、承認決議した。 

 

［後略］ 

 
 

― 以下 余白 ― 
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以上により本日の Web 会議システムを用いた取締役会は、終始異状なく議題の審議を終了

したので、議長は午後０時２０分に閉会を宣言した。 

  

以下の取締役は、WEB 会議システムにより本取締役会に出席した。 

 チェソン取締役、モースティン取締役、スモーリング取締役 

 

上記の証として本議事録を作成し、議長および出席取締役が下記に記名押印する。 

 

２０２５年３月２５日 

 

シンバイオ製薬株式会社 

 

 

議長  代表取締役社長  吉田 文紀 

   

取締役  松本 茂外志 

   

取締役  ブルース・デビッド・チェソン 

   

取締役  海老沼 英次 

   

取締役  今別府 敏雄 

   

取締役  ジョージ・モースティン 

   

取締役  ラルフ・スモーリング 

   

取締役（常勤監査等委員）  渡部 潔 
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取締役（監査等委員）  賜 保宏 

   

取締役（監査等委員）  下村 恒一 
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別紙 ３ 

 

シンバイオ製薬株式会社 

第 7回無担保転換社債型新株予約権付社債発行要項 

 

1. 社債の名称 

シンバイオ製薬株式会社第 7 回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予

約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予

約権」という。） 

 

2. 社債の総額 

金 600,000,000 円 

 

3. 各社債の金額 

金 50,000,000 円の 1種。本社債は、各社債の金額を単位未満に分割することはできな

い。 

 

4. 払込金額 

各本社債の金額 100円につき金 100 円 

但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

 

5. 本新株予約権付社債の券面 

無記名式とし、社債券及び新株予約権証券は発行しない。 

なお、本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより、

本社債又は本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。 

 

6. 利率 

2025 年 4月 12 日から 2026 年 4月 11 日まで：年率 3.5％ 

2026 年 4月 12 日以降：年率 6.0％ 

 

7. 担保・保証の有無 

本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債

のために特に留保されている資産はない。 

 

8. 申込期日 

2025 年 4月 11 日 

 

9. 本社債の払込期日及び本新株予約権の割当日 

2025 年 4月 11 日 
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10. 募集の方法 

第三者割当の方法により、Cantor Fitzgerald Europe に全額を割り当てる。 

 

11. 本社債の償還の価額、方法及び期限 

(1) 本社債は、2027年 4月11日（以下「満期償還日」という。）に、その総額を各本社債

の金額 100 円につき金 100 円で償還する。但し、繰上償還に関しては、本項第(3)号乃

至第(7)号に定めるところによる。 

(2) 本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その翌銀行営業日にこれを

繰り下げる。 

(3) 組織再編行為による繰上償還 

当社は、組織再編行為（以下に定義する。）が当社の株主総会で承認された場合（株

主総会の承認が不要な場合は当社の取締役会で決議された場合）、本新株予約権付社

債の社債権者（以下「本新株予約権付社債権者」という。）に対して償還日（当該組

織再編行為の効力発生日前の日とする。）の 30 日前までに通知の上、残存する本社債

の全部（一部は不可）を、各本社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還する。 

「組織再編行為」とは、当社が消滅会社となる合併契約の締結、当社が分割会社とな

る吸収分割契約の締結若しくは新設分割計画の作成（吸収分割承継会社若しくは新設

分割設立会社が、本新株予約権付社債に基づく当社の義務を引き受ける場合に限る。）

又は当社が他の会社の子会社となる株式交換契約の締結、株式移転計画の作成若しく

は株式交付親会社が当社の発行済株式の全部を取得することを内容とする株式交付計

画の作成又はその他の日本法上の会社組織再編手続で、かかる手続により本社債に基

づく当社の義務が他の会社に引き受けられることとなるものをいう。 

「子会社｣とは、当該時点において、ある会社の議決権（疑義を避けるため、無限責

任組合員の持分を含む。）の 50％以上、又は、発行済の持分の 50％以上が直接又は間

接的に他の個人、パートナーシップ、法人、有限責任会社、団体、信託、非法人組織、

事 業 体 に よ り 保 有 さ れ て い る 場 合 に お け る 、 当 該 会 社 を い う 。 

当社は、本号に定める通知を行った後は、当該通知に係る繰上償還通知を撤回又は取

り消すことはできない。 

(4) 公開買付けによる上場廃止に伴う繰上償還 

当社普通株式について金融商品取引法に基づく公開買付けがなされ、当社が当該公開

買付けに賛同する意見を表明し、当該公開買付けの結果、東京証券取引所においてそ

の上場が廃止となる可能性があることを当社又は公開買付者が公表又は容認し（但し、

当社又は公開買付者が、当該公開買付け後も当社普通株式の上場を維持するよう努力

する旨を公表した場合を除く。）、かつ公開買付者が当該公開買付けにより当社普通株

式を取得した場合、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能な限り速

やかに通知の上、当該通知において指定した償還日（但し、かかる償還日は、当該公

開買付けによって当社普通株式の東京証券取引所における上場が廃止される日より前

の日とする。）において、残存する本社債の全部（一部は不可）を、各本社債の金額

100 円 に つ き 金 100 円 で 繰 上 償 還 す る も の と す る 。 

本項第(3)号及び本号の両方に従って本社債の償還が義務付けられる場合、本項第(3)
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号の手続が適用される。但し、組織再編行為により当社普通株式の株主に支払われる

対価を含む条件が公表される前に本号に基づく通知が行われた場合には、本号の手続

が適用される。 

(5) スクイーズアウト事由による繰上償還 

当社普通株式を全部取得条項付種類株式にする定款の変更の後、当社普通株式の全て

を対価をもって取得する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合、当社の特別支配

株主（会社法第179 条第 1項に定義される。）による当社の他の株主に対する株式等売

渡請求を承認する旨の当社の取締役会の決議がなされた場合又は上場廃止を伴う当社

普通株式の併合を承認する旨の当社の株主総会の決議がなされた場合（以下「スクイ

ーズアウト事由」という。）、当社は、本新株予約権付社債権者に対して、実務上可能

な限り速やかに通知した上で、当該通知において指定した償還日（かかる償還日は、

当該スクイーズアウト事由に係る当社普通株式の取得日又は効力発生日より前の日と

する｡）に、残存する本社債の全部（一部は不可）を、各本社債の金額 100円につき金

100 円で繰上償還するものとする。 

(6) 上場廃止事由等又は監理銘柄指定による繰上償還 

本新株予約権付社債権者は、当社普通株式について、上場廃止事由等（以下に定義す

る。）が生じた場合、又は東京証券取引所による監理銘柄への指定がなされた場合に

は、その選択により、当社に対して、償還すべき日の 5 営業日以上前に事前通知を行

った上で、当該繰上償還日に、その保有する本新株予約権付社債の全部又は一部を各

本社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還することを、当社に対して請求する権

利を有する。 

「上場廃止事由等」とは、当社又はその企業集団に、東京証券取引所有価証券上場規

程第 601 条第 1 項各号に定める事由が発生した場合、又は、当社が本新株予約権付社

債の払込期日以降にその末日が到来する事業年度の末日現在における財務諸表又は連

結財務諸表において債務超過となる場合において、当該事業年度の末日の翌日から起

算して６か月を経過する日までの期間において債務超過の状態でなくならなかった場

合をいう。 

(7) 当社の選択による繰上償還 

当社は、本新株予約権付社債権者の書面による事前同意を得た場合、本新株予約権付

社債権者に対して、償還すべき日（償還期限より前の日とする。）の 1 か月以上前に

事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、残存する本新株予約権付社債の全部又は

一部を各本社債の金額 100 円につき金 100 円で繰上償還することができる。但し、当

社が、本新株予約権付社債権者の事前の書面による承諾を得ることなく、償還期限前

のいずれかの日に残存本社債の全部又は一部を繰上償還する場合には、当社は、繰上

償還日に、各本社債の金額 100 円につき金 110 円で償還しなければならない。 

 

12. 本社債の利息支払の方法及び期限 

(1) 本社債の利息は、払込期日の翌日（同日を含む。）から償還日（同日を含む。）まで

これを付し、2025年 6月 30日を第1回の利払日としてその日（同日を含む。）までの

分を支払い、その後毎年 9 月 30 日、12 月 31 日、3 月 31 日及び 6 月 30 日に、当該利
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払日の直前の利払日（第 1 回の利払日に関しては払込期日）の翌日（同日を含む。）

から当該利払日（同日を含む。）までの期間（以下「利息計算期間」という。）につ

いて、各々その日までの利息計算期間相当分を支払う。但し、1 年に満たない利息計

算期間につき利息を計算するときは、1 年を 365 日とする日割りをもってこれを計算

し、円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 

(2) 利払日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは当該利払日の直前の銀行営業日に

これを繰り上げる。 

(3) 本社債の全て又は一部が満期償還日以前の日（以下「早期償還日」という。）に償還

される場合、当該償還される本社債の利息は、当該早期償還日の直前の利払日（第 1

回の利払日に関しては払込期日）（同日を含む。）から早期償還日（同日を含む。）

まで利息が発生する。 

(4) 利払日に本社債の利息の支払いがなされなかった場合、当該利息について、当該利払

日の翌日（同日を含む。）から弁済がなされた日（同日を含む。）までの期間につき、

年 14.6％の利率による遅延損害金を付すものとする。 

(5) 本社債は、満期償還日後は、利息は発生しない。 

(6) 本新株予約権が行使された場合、当該本新株予約権に係る本社債は、当該本新株予約

権の行使の効力発生日以後利息は発生しないものとし、この場合、当該行使の効力発

生日までの利息は、当該行使の効力発生日の直後の利払日に支払われるものとする。 

 

13. 買入消却 

(1) 当社（又はその関連会社及び子会社のいずれか）は、本新株予約権付社債権者と合意

の上、随時本新株予約権付社債をいかなる価格でも買い入れることができる。 

(2) 当社（又はその関連会社及び子会社のいずれか）が本新株予約権付社債を買い入れた

場合、当社は、いつでも、その選択により（当社の関連会社及び子会社のいずれかが

買い入れた場合には、償却のために当該本新株予約権付社債の交付を受けた後）、当

該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができ、かかる消却と同時に当該

本新株予約権付社債に係る本新株予約権は消滅する。 

 

14. 本新株予約権の内容 

(1) 本社債に付された本新株予約権の数 

各本社債に付された本新株予約権の数は 1個とし、合計 12個の本新株予約権を発行す

る。 

(2) 本新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否 

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。 

(3) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算定方法 

① 種類 

当社普通株式 

② 数 

本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当

社の保有する当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通
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株式の「交付」という｡）する数は、行使請求に係る本社債の払込金額の総額を第

(4)号③に定める転換価額で除して得られる最大の整数とする。但し、行使により

生じる 1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。 

(4) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 

① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産 

当該本新株予約権に係る本社債 

② 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

当該本新株予約権に係る本社債の金額と同額とする。 

③ 転換価額 

転換価額は当初、157.5 円とする。但し、下記④の規定に従って調整される。 

④ 転換価額の調整 

(ｲ) 当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、下記(ﾛ)に掲げる各事由により当社

の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に

定める算式（以下「転換価額調整式」という｡）をもって転換価額を調整する。 

      新 発 行 ・ 

処 分 株 式 数 
× １株当たりの 

払 込 金 額 

調 整 後

転換価額 
＝ 調 整 前

転換価額 
× 

既発行

株式数 
＋ 

時 価 

既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数 

 

(ﾛ) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後転換価額の適用時期

については、次に定めるところによる。 

(a) 下記(ﾊ)(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場

合（但し、譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社及び当社の関係会社の取締役

及び従業員に対し交付する場合、当社の発行した取得請求権付株式、取得条項

付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに交付する場合、当社普通株式の交付を請求できる新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券若しくは権

利の請求若しくは行使権利の行使により交付する場合又は会社分割、株式交換、

合併又は株式交付により交付する場合を除く｡） 

調整後転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終

日とする｡以下同じ。）の翌日以降、又は株主に割当てを受ける権利を与える

ための基準日若しくは株主確定日がある場合はその日の翌日以降これを適用す

る。 

(b) 当社普通株式の分割又は当社普通株式の無償割当て（以下「株式分割等」とい

う。）を行う場合 

調整後転換価額は、当該株式分割等により株式を取得する株主を定めるための

基準日又は株主確定日（基準日又は株主確定日を定めない場合は、効力発生日）

の翌日以降これを適用する。 
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(c) 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに下記(ﾊ)(b)に定める時価を下

回る対価をもって当社普通株式を交付する定めのあるものを発行する場合（無

償割当ての場合を含む。）、又は下記(ﾊ)(b)に定める時価を下回る対価をもっ

て当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む｡）その他の証券若しくは権利を発行又は付与する場合（但し、当

社取締役会の決議に基づく当社及び当社の関係会社の取締役及び従業員に対す

るストックオプションとしての新株予約権を交付する場合並びに Cantor 

Fitzgerald Europe 及びその関連会社（Cantor Fitzgerald Europe の「関連会

社」とは、交付の決定時点において、直接的又は間接的に一つ又は複数の仲介

者を通じて、Cantor Fitzgerald L.P.を支配し、又は Cantor Fitzgerald L.P.

に支配され、また、Cantor Fitzgerald L.P.と共通の支配下にある者（BGC 

Group, Inc.及びその子会社を除く｡）をいう。）に対して新株予約権（新株予

約権付社債に付されたものを含む｡）を交付する場合を除く。） 

調整後転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）その他の証券又は権利（以下「取得請求権付株

式等」という。）の全部が当初の条件で請求又は行使され当社普通株式が交付

されたものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日

（新株予約権及び新株予約権付社債の場合は割当日）以降又は（無償割当の場

合は）効力発生日の翌日以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権

利を与えるための基準日又は株主確定日がある場合には、その日の翌日以降こ

れを適用する。但し、本(c)に定める取得請求権付株式等が当社に対する企業

買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表のうえ本新株予約権付社

債権者に通知したときは、調整後の転換価額は、当該取得請求権付株式等につ

いて、当該取得請求権付株式等の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする

取得の請求若しくは取得条項に基づく取得又は当該取得請求権付株式等の行使

が可能となった日（以下「転換・行使開始日」という。）の翌日以降、転換・

行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該取得請求権付株

式等の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を

準用して算出してこれを適用する。 

(d) 取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたもの

を含む｡）（以下「取得条項付株式等」という。）の取得と引換えに下記

(ﾊ)(b)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合 

調整後転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、当該取得条項付株式等に関して、当該調整前に上記(c)又

は下記(e)による転換価額の調整が行われている場合には、上記交付が行われ

た後の下記(ﾊ)(f)に定める完全希薄化後普通株式数が、(i)上記交付の直前の

下記(ﾊ)(c)に定める既発行株式数を超えるときに限り、調整後の転換価額は、

当該超過する株式数を転換価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして、

転換価額調整式を準用して算出するものとし、(ii)上記交付の直前の下記
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(ﾊ)(c)に定める既発行株式数を超えない場合は、本(d)の調整は行わないもの

とする。 

(e)取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式 1 株当たりの対価（以下、

本(e)において「取得価額等」という。）の下方修正等が行われ（本(e)と類似

の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等が行われた

後の当該取得価額等が当該修正が行われる日（以下「取得価額等修正日」とい

う。）における下記(ﾊ)(b)に定める時価を下回る価額になる場合 

(i)当該取得請求権付株式等に関し、上記(c)による転換価額の調整が取得価額

等修正日前に行われていない場合、調整後の転換価額は、取得価額等修正

日に残存する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で

転換、交換又は行使された場合に交付されることとなる当社普通株式の株

式数を転換価額調整式の「新発行・処分株式数」とみなして上記(c)の規定

を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用す

る。 

(ii)当該取得請求権付株式等に関し、上記(c)又は上記(i)による転換価額の調

整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存

する取得請求権付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交

換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの下記

(ﾊ)(f)に定める完全希薄化後普通株式数が、当該修正が行われなかった場

合の下記(ﾊ)(c)に定める既発行株式数を超えるときには、調整後の転換価

額は、当該超過する普通株式数を転換価額調整式の「新発行・処分株式数」

とみなして、転換価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修

正日の翌日以降これを適用する。なお、1ヶ月間に複数回の取得価額等の修

正が行われる場合には、調整後の転換価額は、当該修正された取得価額等

のうちの最も低いものについて、転換価額調整式を準用して算出するもの

とし、当該月の末日の翌日以降これを適用する。 

(f) 本号(a)乃至(c)の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日又は株主確定日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日又は株

主確定日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としている

ときには、本号(a)乃至(c)にかかわらず、調整後転換価額は、当該承認があっ

た日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日又は株主確定

日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした

新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。 

 

株式数 

 

＝ 

調 整 前 

転換価額 
－ 

調 整 後 

転換価額 
×

調整前転換価額により 

当該期間内に交付された株式数 

調整後転換価額 

この場合、1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は

行わない。 
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(g) 本号(a)乃至(e)に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場

合における調整後の転換価額は、本号(a)乃至(f)の規定のうち、当該証券又は

権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとする。 

(ﾊ)(a) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算出し、小数第 2

位を切り捨てる。 

(b) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後転換価額を適用する日（但し、上記

(ﾛ)(f)の場合は基準日又は株主確定日）に先立つ 45 取引日（「取引日」とは、

東京証券取引所において取引が行われる日をいう。以下同じ。）目に始まる

30 取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値

（終値のない日数を除く｡）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小

数第 2位まで算出し、小数第 2位を切り捨てる。 

(c) 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与え

るための基準日又は株主確定日が定められている場合はその日、また、それ以

外の場合は、調整後転換価額を初めて適用する日の 1 ヶ月前の日における当社

の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除

した数とし、当該転換価額の調整前に、上記(ﾛ)又は下記(ﾆ)に基づき「新発

行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社

普通株式の株式数を加えるものとする。 

(d) 当社普通株式の分割が行われる場合には、転換価額調整式で使用する「新発

行・処分株式数」は、基準日又は株主確定日における当社の有する当社普通株

式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする｡ 

(e) 上記(ﾛ)において「対価」とは、当該株式又は新株予約権（新株予約権付社債

に付されたものを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（上記(ﾛ)(c)に

おける新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合には、

その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得

又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の

財産（当社普通株式を除く。）の価額を控除した金額を、その取得又は行使に

際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該転換価額の調整

においては、当該対価を転換価額調整式における 1 株当たりの払込金額とする。 

(f) 上記(ﾛ)において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後転換価額を適用す

る日の 1 ヶ月前の日における、当社の発行済普通株式数から、当該日における

当社の有する当社普通株式数を控除した数とし、(i)（上記(ﾛ)(d)においては）

当該転換価額の調整前に、上記(ﾛ)又は下記(ﾆ)に基づき「新発行・処分株式数」

とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数

（但し、当該転換価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「新発行・

処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通

株式の株式数を除く。）及び当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付され

ることとなる当社普通株式の株式数を加え、また(ii)（上記(ﾛ)(e)においては）

当該転換価額の調整前に、上記(ﾛ)又は下記(ﾆ)に基づき「新発行・処分株式数」

とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数
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（但し、当該転換価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に関して「新発

行・処分株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社

普通株式の株式数を除く。）及び取得価額等修正日に残存する当該取得請求権

付株式等の全てが取得価額等修正日時点の条件で転換、交換又は行使された場

合に交付されることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。 

(g) 転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額との差額が

1 円未満にとどまる場合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価

額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額

調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額からこの差額を差し引いた

額を使用する。 

(ﾆ)上記(ﾛ)記載の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、

当社は、必要な転換価額の調整を行う。 

(a) 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割又は

当社を完全親会社とする株式交換のために転換価額の調整を必要とする場合。 

(b) 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必

要とする場合。 

(c) その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生に

より転換価額の調整を必要とする場合。 

(d) 転換価額を調整すべき事由が 2 つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調

整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響

を考慮する必要がある場合。 

(ﾎ) 本項の規定により転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後転換価額の適用

開始日の前日までに、本新株予約権付社債権者に対し、かかる調整を行う旨並び

にその事由、調整前転換価額、調整後転換価額及びその適用開始日その他必要な

事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行うことがで

きない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

(5) 本新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権の行使期間は、2025 年 4 月 14 日から 2027 年 4 月 8 日まで（以下「行使

請求期間」という。）とする。但し、以下の期間については、本新株予約権を行使す

ることができない。 

① 当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日 

② 株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日 

③ 当社が、第11項第(3)号乃至第(7)号に基づき本社債を繰上償還する場合は、償還

日の前銀行営業日以降 

④ 当社が、第16項に基づき本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利

益を喪失した時以降 

(6) 本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 
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(7) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備

金に関する事項 

① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、

会社計算規則第 17 条に従い算出される資本金等増加限度額の 2 分の 1 の金額と

し、計算の結果 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとす

る。 

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額

は、前号記載の資本金等増加限度額から前号に定める増加する資本金の額を減じ

た額とする。 

(8) 本新株予約権の行使請求受付事務 

本新株予約権の行使請求受付事務は、第 21項記載の行使請求受付場所（以下「行使請

求受付場所」という。）においてこれを取り扱う 

(9) 本新株予約権の行使請求の方法 

① 本新株予約権付社債権者は、本新株予約権を行使しようとする場合、行使請求期

間中に行使請求受付場所に対して行使請求に必要な事項を通知するものとする。 

② 行使請求受付場所において行使請求に要する手続を行った者は、その後これを撤

回することができない。 

(10)本新株予約権の行使の効力は、行使請求受付場所に対する行使請求に必要な全部の事

項の通知が行われた日に発生するものとする。 

 

15. 担保提供制限 

(1) 当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、

当社が今後発行する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、

本新株予約権付社債のためにも担保付社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定す

る。 

(2) 本項第(1)号に基づき本新株予約権付社債に担保権を設定する場合、本新株予約権付

社債を担保するのに十分な担保権を追加設定するとともに、担保権設定登記手続その

他担保権の設定に必要な手続を速やかに完了の上、担保付社債信託法第 41条第 4項の

規定に準じて公告するものとする。 

 

16. 期限の利益喪失に関する特約 

当社は、次のいずれかの事由が発生した場合には、本社債につき直ちに期限の利益を

喪失する。 

① 第 11項の規定に違背したとき。 

② 第 15項の規定に違背したとき。 

③ 当社が本新株予約権付社債権者と締結した契約（本新株予約権付社債の買取りに

関する契約を含むが、これに限られない。）に重要な点において違背し、本新株

予約権付社債権者から是正を求める通知を受領した後30日以内にその是正をしな

いとき。 
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④ 本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済

をすることができないとき。 

⑤ 社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到来しても

その弁済をすることができなかったとき、又は当社以外の社債若しくはその他の

借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかか

わらず、その履行をすることができないとき。但し、当該債務の合計額（邦貨換

算後）が 100,000,000 円を超えない場合は、この限りでない。 

⑥ 破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は

取締役会において解散（合併の場合を除く。）議案を株主総会に提出する旨の決

議をしたとき。 

⑦ 破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定又は特別清算

開始の命令を受けたとき。 

 

17. 社債管理者 

本社債に、社債管理者は設置しない。 

 

18. 元金支払事務取扱場所（元金支払場所） 

シンバイオ製薬株式会社 

東京都港区虎ノ門四丁目 1番 28 号 

 

19. 本新株予約権付社債権者に対する通知の方法 

本新株予約権付社債権者に対する通知は、当社の定款所定の公告の方法によりこれを

行う。但し、法令に別段の定めがある場合を除き、公告に代えて各本新株予約権付社

債権者に対し直接に書面により通知する方法によることができる。 

 

20. 社債権者集会に関する事項 

(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも 2 週

間前までに本社債の社債権者集会を招集する旨及び会社法第 719 条各号所定の事項を

公告又は通知する。 

(2) 本社債の社債権者集会は、本新株予約権付社債権者と当社との間で特段の合意が無い

限り、東京都においてこれを行う。 

(3) 本社債の種類（会社法第 681 条第 1 号に定める種類をいう。）の社債の総額（償還済

みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。）の 10 分の 1以

上にあたる本社債を有する本新株予約権付社債権者は、社債権者集会の目的である事

項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求する

ことができる。 

 

21. 行使請求受付場所 

シンバイオ製薬株式会社 

 



 16 / 16 
 

22. 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの

分離譲渡はできず、かつ本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債

が出資され、本社債と本新株予約権が相互に密接に関係することを考慮し、また、本

新株予約権の価値と、本社債の利率、繰上償還及び発行価額等のその他の発行条件に

より当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込み

を要しないこととした。 

 

23. その他 

(1) 当社は払込期日後、本新株予約権付社債に関する取り決めを会社法に整合させるため

に必要な限りにおいて、会社法の手続に従って本要項の修正をすることができる。 

(2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

以上 

 


